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中央コリドーＩＣＴ推進協議会規約 

 

 

（名称） 

第１条 本会は、中央コリドーＩＣＴ推進協議会（略称は「ＣＣＣ２１協議会」

という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 本会は、ＩＣＴを利活用して中央コリドー地域における課題解決のた

めの調査・研究、及び地域の情報通信を活用して各会員の持つ固有知

識・技術を共有・補強することにより、豊かな高度情報通信社会の構築

に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。 

(1) ICTに関する調査研究 

(2) ICTに関する開発・実証実験推進 

(3) ICTに関する情報交流及び普及啓蒙 

(4) その他本会の目的を達するために必要な事業 

 

（会員） 

第４条 本会は、本会の趣旨に賛同し次条の入会申込書を提出した個人・法人・

行政機関等によって構成される。 

 

（入会） 

第５条 本会の会員になろうとするものは、入会申込書を提出しなければならな

い。 

 

（賛助金） 

第６条 会員から賛助金を受け取ることができる。 

 

 

 

 

（退会） 

第７条 本会を退会しようとするものは、書面をもってその旨を届け出なければ
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ならない。 

 

（役員） 

第８条 本会には次の役員を置く。 

(1) 会長        1名 

(2) 副会長      若干名 

(3) 会計監査    1名 

 

（役員の選任等） 

第９条 会長は、総会において役員の中から選任する。 

    2  会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

    3  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときにはその職務を代行する。 

    4  会計監査は、本会の会計を監査する。 

    5  役員の任期は 2年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（顧問） 

第１０条  本会に顧問を置くことができる。 

2 顧問は、会長が学識経験者等のうちから委嘱する。 

 

（オブザーバ） 

第１１条  会長は協議会の事業を行うため、特に必要と認める機関に対しオブ

ザーバとして参加を求めることができる。 

 

（総会） 

第１２条  総会は、役員、会員、及び顧問によって構成する。 

    2  総会は定期総会を年１回開催する他、会長が必要と認めたときに開催す

る。 

    3  総会は会員の２分の１以上の者の出席がなければ開会することができ

ない。 

    4  総会の議長は会長が行う。 

    5  総会の議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、賛否同数の

時は、議長の決するところによる。 

6 総会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を決議する。 

(1)  本規約の改正 

(2)  事業計画及び収支予算 

(3)  事業報告及び収支決算 
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(4)  その他本会の運営に関する重要事項 

 

（幹事会） 

第１３条  本会の事業運営上必要があるときは幹事を置き、幹事は幹事会を構

成する。 

2 幹事は、総会において会員の中から若干名選任する。 

 

(委員会) 

第１４条  本会の事業運営上必要があるときは、委員会を置くことができる。 

2 委員長は会長が指名する。 

 

（事務局） 

第１５条  本会に事務局を置く。 

2 事務局長は会長が指名する。 

3 事務局は東京都新宿区に置く。 

4 必要に応じて連絡事務所を置くことができる。 

 

(経費) 

第１６条  本会の運営上必要な経費は、年会費、寄付金及びその他の雑収入をも

って充てる。 

2 本会の事業の一環として実験等を行う場合の費用は、前の項の経費とは

別に当該実験に参加する会員から分担金を徴収する。 

 

（会計年度） 

第１７条  本会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 

 

（委任） 

第１８条  この規約に定めるものの他、協議会の運営上必要な事項は会長が別

に定める。 

 

附則 

1 この規約は、設立の日（平成 9年 3月 21日）から施行する。 

2 本会の設立年度の会計年度は、この規約第 17 条の規定にかかわらず、設立

総会の日（平成 9年 3月 21日）に始まり、平成 9年 3月 31日に終わる。 


